
建設常任委員会 に付託 された事件 について、審査 した結果 を御報告いた します。

議案第 110号  平成 26年 度岩 国市一般会計補正予算 (第 4弓 )

議案第 132号  平成 26年 度岩 国市一般会計補正予算 (第 5号 )

以上 2議 案の うち、 当委員会所管分 は、慎重審査 の結果、原 案妥 碧 と認 め可決すべ

きもの と決 しま した。
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平成 26年 度岩 国市衛易水道事業特別会計補正予算 (第 2号 )

平成 26年 度岩国市農業集 落排水事業特別会計補正予算 (第 2号 )

平成 26年 度岩国市特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算

(第 2号 )

平成 26年 度岩国市公 共下水道事業特別会計柿王予算 (第 2号 )

平成 26年 度岩国市水道事業会計補正予算 (第 1号 )

平成 26年 度岩国市工業用水道事業会計補正予算 (第 1号 )

岩国市下水道事業の設置等 に関す る条例

市道路線 の認定について

平成 26年 度岩国市簡易水道事業特別会計補正予算 (第 3号 )

平成 26年 度岩 国市特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算

(第 3号 )

平成 26年 度岩 国市公共下水道事業特別会計補正予算 (第 3号 )

山陽本線岩 国構 内三笠橋耐震補 強 l七 の工事委託 に関す る基本協定の
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締結 について

以上 12議 案は、慎重審査の結果、原案妥 当と認 め可決すべ きもの と決 しま した。

それ では、審査の状況について、御宰R告 いた します。

議案第 110号  平成 26年 度岩 国市一般会計補正予算 (第 4号 )の うち、当委員

会所管分の審査 にお きま して、土木費の道路橋 りょ う費 に関 し、

委員 中か ら、楠 町 26号 線改良事業費の減額及び事業完 了に向けての考 え方について

の質疑があ り、

当局 よ り、「本事業は楠 町の上手の道路 までつ なげる計画であつたが、用地買収 につい

て地権者の理解 が得 られていない状況であ り、今年度 は公園までの道路整備 を行 う。

本路線 の重要性 は認識 してお り、今後 も早期完成 に向けて、地権者 との交渉等 を引き

続 いて進 めていきたいJと の答弁があ りま した。

また、委員 中か ら、工事 を行 うに当たつて地元 自治会等への案内の内容 を統一す る

ことについての質疑があ り、

当局 よ り、「担 当部署、職員が違 つて も、内容 に差が出ないよ う、記載す る必要事項等

について統一的なマニ ュアル を作成す るよ う努 めていきたい」との答弁があ りま した。

本議案の うち、 当委員会所管分につ きま しては、慎重審査の結果 、全会一致 で可決

すべ きもの と決 しま した。



次に、議案第 131号  市道路線 の認 定についての審査 にお きま して、

委員 中か ら、事業の今後の進 め方 と一部 区間完成後の暫定供用 についての質疑があ り、

当局 よ り、「今年度 か ら用地買収 をは じめ る予定であるが、地元説明会での要望 を受 け、

楠町、中津町の両側か ら用地買収 を行い、用地買収完了後に工事 に着手す る予定 とし

てお り、一部 区問の暫定供用 については、現時点では考 えていないJと の答弁があ り

ま した。

これ を受 けて、委員 中か ら、事業用地内にある文化財 についての質疑があ り、

当局 よ り、「文化財保護担 当部局 とも調整 を行 つてお り、工事 に着手す るまでに、道路

区域 に含 まれ る部分 について調査 を行 う予定である。調査結果 をも とに再度調基kを 行

うこととなるが、現時点では、本事業が川 下のまちづ く りに寄与す る基幹事業である

ことか ら、記録保存等 をす ることで調整 を図つていきたい」 との答弁があ りま した。

本議案は、慎重審査 の結果、全会一致で可決す べきもの と決 しま した。

次に、議案第 142号  山陽本線岩 国構 内三笠橋耐震 l布 強他 の工事委託 に関す る基

本協定の締結 についての審査 にお きま して、

委員 中か ら、主 な工事の内容 と契約金額 の算 出根拠についての質疑があ り、

当局 よ り、 「三笠橋 は架設か ら約 55年 を経過 し、緊急輸送道路 に指定 されてい る路

線 で もあることか ら、耐震補強 を進 める中で、まず は 」Rと の跨線 l為 部分の耐震化 を

進 めてい くこととしてい る。契約金額 については、工事の特殊性等 もあ り、市が積算

す ることはできないが、一部の工事資材 を市か ら提供す ることに よ り、費用の削減 を

図つている」 との答弁があ りま した。

これ を受 けて、委員 中か ら、工事への地元企業の参画や 資材 の市内調達が進む よ う、

また受注業者 に よる現場管理 について も徹底 してほ しい との意見があ りま した。

本議案は、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきモ)の と決 しま した。

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。

以上で、建設常任委員会の審査報告を終わ ります。


